
ものづくりユニット学内利用料金徴収フロー(2026.4～) 

 
①設備・機器利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②加工依頼の場合 

利用者 ものづくりユニット 
 

財務課 

利用開始 

記録簿確認 利用終了 

予算振替処理 予算振替依頼 

4月〜6月分：7月に振替依頼 
7月〜9月分：10月に振替依頼 
10月〜12月分：1月に振替依頼 
1月〜3月分：翌年度4月に振替依頼 

利用料金通知 

３か月毎に記録簿集計 
・料金算出 
振替月10日前後にメール通知 

記録簿確認 

確認・受領・利用許可 
 

利用者 ものづくりユニット 財務課 

確認・押印 

納品 

を添付・振替予算を再度確認 

予算振替処理 予算振替依頼 

4月〜6月分：7月に振替依頼 
7月〜9月分：10月に振替依頼 
10月〜12月分：1月に振替依頼 
1月〜3月分：翌年度4月に振替依頼 

利用料金通知 

 

確認・受領 

加工終了 

加工開始 

確認・受領 

確認・見積記入 
加工依頼伝票 
記入・図面2部添付 


